
 

 

平成 30 年 12 月 

お客さま各位 

昭 和 信 用 金 庫 

 

キャッシュカードの一部利用制限について 

～詐欺被害からお客さまをお守りするために～ 

 

 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 既にご承知のことと存じますが、昨今、言葉巧みに暗証番号を聞き出しキャッシュカードを詐取

する劇場型詐欺や、ＡＴＭへ誘導し、預金を振り込ませる還付金詐欺が急増しております。 

 当金庫では、このような被害を最小限にとどめるための緊急対応として、下記の通りキャッシュ

カードの出金限度額を一部制限させていただきます。 

 大変ご不便をお掛けいたしますが、お客さまの大切なご預金をお守りするため、何卒、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

≪対応する内容≫ 

１．ＡＴＭでのお引出し制限対象となるお客さま 

      下記①、②のいずれにも該当するお客さま 

① ご年齢が７０歳以上 

② 過去３年間にＡＴＭでキャッシュカードによるお引出しをされていない 

    ※なお、ＡＴＭでのお振込についてはご年齢 70歳以上、過去 1年間にキャッシュカードによる 

振込みをされていない場合、ＡＴＭお振込限度額は「0円」となります。 

 

２．利用制限について 

  上記１.①、②に該当するお客さまは、ＡＴＭを利用された 1日あたりのお引出限度額を 

｢１０万円｣とさせていただきます。 

※なお、お預入れや窓口でのお取引は従来どおり可能です。 

 

３．対応開始日 

      平成３１年１月２１日（月）より 

 

４．その他 

対象となられたお客さまでキャッシュカードの利用制限を希望されない場合は、平日の  

営業時間内（午前９時から午後３時）に当金庫の窓口へキャッシュカードと本人確認書類 

をご持参のうえお申し出ください。 

 

本件について、ご不明なことは窓口までお問い合わせください。 

以   上 


